
議案第14号 

 

読谷村名誉村民条例の一部を改正する条例 

 

読谷村名誉村民条例（平成元年読谷村条例第10号）の一部を次のように改正す

る。 

 

第３条の次に次の１条を加える。 

（名誉村民選考委員会） 

第３条の２ 村は、名誉村民の選考に関し、村長の諮問に応じ審議するため、読谷

村名誉村民選考委員会を置く。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 令和６年２月27日提出 

読谷村長 石 嶺 傳 實 

 


